
別紙 

 

平成27年９月24日現在の災害救助法適用地域 

 

 

○口永良部島（新岳）噴火に係る災害救助法の適用地域 

（第1報、法適用日：平成27年5月29日） 

【鹿児島県】 熊毛郡屋久島町 

 

 

○平成２７年台風第１８号等による大雨に係る災害救助法の適用地域 

（第4報、法適用日：平成27年9月9日） 

【茨城県】 古河市、結城市、下妻市、常総市、守谷市、筑西市、坂東市、つくばみらい市、 

結城郡八千代町、猿島郡境町 

【栃木県】 栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、下野市、下都賀郡壬生町、 

下都賀郡野木町 

【宮城県】 仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、宮城郡松島町、黒川郡大和町、加美郡加美町、

遠田郡涌谷町 

 


